
令和６年度介護報酬改定 高齢者施設等における感染症対応力の向上
（対象サービス）
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

医療機関等

• 感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指
定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対
応を行う体制を確保すること

• 協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応
を取り決めるとともに、感染症の発生時に、協力
医療機関等と連携し適切に対応していること
※新型コロナ感染症を含む

高齢者施設等

• 診療報酬における感染対策向上加算若しくは外
来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機
関又は地域の医師会

院内感染対策に関する
研修または訓練に年１回参加

② 高齢者施設等感染症対策向上加算（Ⅰ）10単位/月（新設）

医療機関等高齢者施設等

• 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出
を行った医療機関

３年に１回以上
実地指導を受ける

③ 高齢者施設等感染症対策向上加算（Ⅱ）５単位/月（新設）

第二種協定指定医療機関
等との連携

• 第二種協定指定医療機関（新興感染症）
• 協力医療機関等（その他の感染症）

新興感染症の対応を行う医療機関と連携した上で、当該医療機関等が行う院内感染対策に係る研修又は訓練に年１回以上参加
することなどを評価。

感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、感染制御等の実地指導を受けることを評価。

第二種協定指定医療機関との連携を行うことを高齢者施設等の運営基準において努力義務化。

① 新興感染症の対応を行う医療機関との連携（新設）
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※ 新型コロナ感染症については、これまでの新型コロナ対応において、高齢者施設等と医療機関との連携体制の構築等を進めており、令和5年10月１日時

点で高齢者施設等の概ね９割の高齢者施設等が医療機関との連携体制の確保、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を行っていることを確

認している。

令和６年７月22日
新型コロナ等の感染拡大に
対応する有識者ヒアリング

資料３



１. （３）⑲ 協力医療機関との連携体制の構築

概要
○ 介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を

行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を
構築するために、以下の見直しを行う。【省令改正】
ア 以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定めることを義務付ける（複数の医療機関を定める

ことにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。）。その際、義務付けにかかる期限を３年とし、併せて
連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行

い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医

療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させる

ことができるように努めることとする。

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

概要
○ 高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅

医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行
う。【省令改正】
ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。

① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医
療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させる
ことができるように努めることとする。

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★】
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１. （５）① 高齢者施設等における感染症対応力の向上

概要
○ 高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を

行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められることから、以下を評価する新たな加算を設ける。
ア 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関（協定締結医療機関）との連携体制を構築していること。
イ 上記以外の一般的な感染症（※）について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、当該

協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。
※ 新型コロナウイルス感染症を含む。

ウ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修に参加し、助言や
指導を受けること。

○ また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることを評
価する新たな加算を設ける。【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位/月（新設）

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位/月（新設）

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★ 、介護老人福祉施設、地域密
着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

算定要件等
＜高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）＞（新設）
○ 感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
○ 協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機

関等と連携し適切に対応していること。
○ 診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感

染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加していること。

＜高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）＞（新設）
○ 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等

に係る実地指導を受けていること。
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介護現場における感染対策の手引き等について

○ 社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を
前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要。

○ 今般、新型コロナウイルス感染症に限らず、介護現場で必要な感染症の知識や対応方法など、介護現場における感染対策力の向上を目的に、
「介護現場における感染対策の手引き（第１版） （令和２年10月） 」等を作成。その後、新型コロナウイルス感染症に係る動向や令和３年
度介護報酬改定事項等その他所要の見直しを行い、令和３年３月に第２版、令和５年9月に第３版を公表。

○ 介護職員の方においては、日常のケアを行う上での必要な感染対策の知識や手技の習得のための手引きとして、介護施設・事業所の施設
長・管理者の方においては、その役割と感染管理体制の構築のための手引きとして活用が可能。

・感染症の基礎知識
・日頃からの感染対策と感染症発生時の対応
・各種感染症における対応
・関係法令、通知 等

介護現場における感染対策の手引き【第３版】

✤ 主な内容

✤ ポイント

介護職員等が、感染症の重症化リスクが高い高齢者等に対して介護保険サービスを安全かつ継続的に提
供するため、さらには職員自身の健康を守るため、感染対策の知識を習得して実践できるように、
✓ 着実な感染対策を実践できるよう基礎的な情報から、

感染症発生時におけるサービス提供時の注意点等を掲載
✓ 感染管理体制を整備するために必要な基礎的な情報から

感染管理体制の在り方および感染症発生時の対応等について掲載

「第Ⅰ章総論」「第Ⅱ章感染症各論」「第Ⅲ章参考」の３部構成

介護職員のための感染対策マニュアル
感染対策普及リーフレット

手引きの概要版として、介護職員向けにポイントを掲載
（施設系・通所系・訪問系ごとに作成）

マニュアル

リーフレット 手洗いや排泄物・嘔吐物処理の手順等をわかりやすく掲載
「見てすぐ実践！」ができるように、ポスターとしても利用可能

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html

こちらのリンクから
閲覧できます！
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高齢者施設等感染対策向上
加算に係る医療機関リスト
◆第二種協定指定医療機関
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/kansen/iryousochi
kyoutei.html （京都府ホームページ）

◆診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策
向上加算の届出医療機関
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu
/hoken_kikan/shitei_jokyo_00004.html

（近畿厚生局ホームページ）
※「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策１、感染対
策２、感染対策３、外来感染の記載のある医療機関が該当します。
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